
 

 

 

 射水市危険物安全協会は、職場における一般火気取扱い、消防用設備等の取扱い

など防火管理に関する研究並びに危険物等の管理及び取扱いの向上・安全を図り、

災害の予防に努めると共に会員相互の融和親睦を深め、会員の健全なる振興発展と

社会公共の福祉増進に寄与することを目的とした団体です。 
 

 

・災害防止と防火思想の普及活動 

・災害予防のために必要な対策の研究、視察 

・災害予防に関する啓発宣言及び講習会の開催 

・防火管理者、危険物取扱者の試験、予備講習会開催の連絡調整 

・消防用設備器具等及び図書等の購入斡旋 

・危険物関係の行政官庁、許認可手続きの照会連絡 

・会員相互の融和及び連絡協調 

・功労者の表彰 

・その他、本会の目的の達成するために必要と認められる事項 
 

 
射水市内で危険物施設を所有している事業所及び物品販売業、病院、ホテル、飲食店など、協

会の目的に賛同する様々な事業所等が加入されています。 
（令和８年４月１日現在の入会数：２１３事業所） 

 
 
・最新の法改正、事故情報の提供 
・他事業者との情報交換・横のつながり強化 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
市内に管理されている事業所があればどなたでも入会できます。入会届に必要事項を記

入のうえ事務局へ提出し、年会費を指定口座に振り込みください。 

射水市危険物安全協会に入会しませんか？ 

危険物安全協会とは？

危険物の指定数量の倍数区分 会 費（年額） 

１倍未満 ３，０００円 

１倍以上 ５０倍未満 ５，５００円 

５０倍以上 １００倍未満 ６，０００円 

１００倍以上 ２００倍未満 ７，０００円 

２００倍以上 ３００倍未満 ８，０００円 

３００倍以上 ５００倍未満 ９，０００円 

５００倍以上 １０００倍未満 １１，０００円 

１０００倍以上 ５０００倍未満 １５，０００円 

５０００倍以上 ２３，０００円 

主な事業内容

どんな事業所が入会してるの？

年会費について

入会方法は？

入会のメリット



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

５月・定期総会　　　　　　　　　　　　　　　　総会後の懇親会 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
　　　　 ５月・防災講演会　　　　　　　　　　　　　 ７月（各年）・研修視察 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　　７月（各年）・防火防災研修会　　　　　　　　　　　　秋・消火技術競技会　　 
  

１年間の行事内容 

【お問い合わせ】 
射水市危険物安全協会事務局　射水市消防本部内 
住所：射水市橋下条１５２２番地 
電話：０７６６－５６－９４３５


